
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
等

の
交
付
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
寝

た
き
り
な
ど
の
一
定
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。
所
得
税

や
住
民
税
の
申
告
の
際
に
添
付
す
る

こ
と
で
、
本
人
か
そ
の
扶
養
者
が
、

障
害
者
（
特
別
障
害
者
）
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
定
書
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

「
清
流
保
全
協
力
員
」
は
、
市
内

河
川
の
見
守
り
や
水
質
異
状
事
故
の

早
期
発
見
な
ど
、
河
川
を
保
全
す
る

た
め
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
河

川
の
環
境
と
保
全
に
興
味
が
あ
り
、

一
緒
に
考
え
活
動
を
し
て
い
た
だ
け

る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格

次
の
い
ず
れ
も
満
た

す
方

●
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
20
歳

以
上
の
方

令
和
４
年
10
月
か
ら
、
犬
猫
（
野
良

猫
等
を
含
む
）、
そ
の
ほ
か
の
ペ
ッ
ト

は
、
動
物
霊
園
で
の
火
葬
処
理
に
変

更
し
ま
し
た
。
こ
の
事
に
伴
い
、
動

物
死
体
処
理
手
数
料
を
改
定
し
ま
す
。

▽
改
定
内
容

●
市
役
所
に
持
ち
込
む
場
合
…
３
３

０
０
円
／
１
体

●
収
集
を
依
頼
す
る
場
合
…
６
千
円

／
１
体

※
50
セ
ン
チ
㍍
四
方
の
ダ
ン
ボ
ー
ル

箱
に
入
る
サ
イ
ズ
に
限
る
。
動
物

霊
園
で
の
合ご

う

祀し

と
な
る
た
め
、
遺

骨
の
お
渡
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
手
数
料
改
定
期
日

４
月
１
日
か

ら
▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

市
で
は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
の
撮
影

を
市
内
で
行
っ
て
も
ら
い
、
市
の
観

光
Ｐ
Ｒ
な
ど
に
つ
な
げ
る
た
め
様
々

な
撮
影
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
、
撮
影
時
の
弁
当
（
ロ
ケ
弁
）

の
調
達
先
を
映
画
、
テ
レ
ビ
の
制
作

ス
タ
ッ
フ
に
情
報
提
供
す
る
た
め

に
、
ロ
ケ
弁
の
販
売
が
可
能
な
店
を

あ
き
る
野
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

の
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

※
撮
影
が
あ
る
場
合
は
、
事
前
に
制

作
ス
タ
ッ
フ
が
直
接
連
絡
を
し
ま

す
。

住
宅
の
設
計
、耐
震
化
、リ
フ
ォ
ー

ム
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
専
門
家
に

相
談
で
き
ま
す
。

▽
日
時

１
月
26
日
㈭

午
前
10
時

～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

▽
場
所

市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ホ
ー
ル

▽
担
当

一
般
社
団
法
人
東
京
都
建

築
士
事
務
所
協
会
西
多
摩
支
部
所

属
の
相
談
員

▽
定
員

10
組
（
１
組
30
分
、
申
込

み
順
）

▽
そ
の
他

１
月
20
日
㈮
か
ら
26
日

㈭
ま
で
、
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ホ
ー
ル
で
震
災
写
真
な
ど
の

パ
ネ
ル
展
示
を
開
催
し
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

１
月
16
日
㈪
午
前

８
時
30
分
か
ら
25
日
㈬
正
午
ま
で

に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

都
市
計
画
課

住
宅
係
（
直
通
５
５
８
・
２
０
２

６
）

令
和
５
年
10
月
１
日
を
期
日
と
し

て
実
施
す
る
「
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
」
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
知
事
が

任
命
し
た
指
導
員
が
調
査
区
域
を
明

確
に
し
、
調
査
の
精
度
向
上
を
目
的

と
し
て
実
施
し
ま
す
。

▽
実
施
期
日

単
位
区
設
定
の
基
準

日
は
２
月
１
日
で
す
。
１
月
下
旬

か
ら
２
月
中
旬
ま
で
、
令
和
２
年

国
勢
調
査
調
査
区
の
う
ち
総
務
大

臣
が
指
定
す
る
調
査
区
に
お
い
て

設
定
業
務
を
行
い
ま
す
。

▽
設
定
方
法

指
導
員
が
担
当
調
査

区
を
巡
回
し
、
境
界
線
や
住
戸
数

の
確
認
等
を
行
い
ま
す
。
今
回

は
、
調
査
票
の
配
布
・
回
収
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
外
観
か
ら
の
住
戸

把
握
が
困
難
な
場
合
は
、
指
導
員

が
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
指
導
員
は
顔
写
真
入
り
の
「
統
計

▽
申
込
み
・
問
合
せ

高
齢
者
支
援

課
介
護
認
定
係

●
公
募
委
員
と
し
て
他
の
委
員
会
な

ど
の
委
員
に
な
っ
て
い
な
い
方

▽
募
集
人
数

７
人
程
度

▽
任
期

４
月
１
日
～
令
和
７
年
３

月
31
日

▽
会
議
の
開
催
回
数

定
例
会
（
年

１
回
程
度
）

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
随
時
開
催

▽
報
償

年
額
１
万
８
千
円

▽
応
募
方
法

２
月
14
日
㈫（
必
着
）

ま
で
に
、
「
清
流
保
全
へ
の
思
い

と
保
全
に
向
け
て
私
が
で
き
る
こ

と
」
を
テ
ー
マ
に
、
４
０
０
字
以

上
８
０
０
字
程
度
に
ま
と
め
た
原

稿
用
紙
と
、
応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
送
付
す
る
か
、

直
接
窓
口
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
生
活
環
境
課
か
環

境
政
策
課
で
配
布
し
ま
す
。
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
応
募
書
類
の
返
却
は
し
ま
せ
ん
。

▽
選
考
方
法

作
文
な
ど
に
よ
る
選

考
※
作
文
の
内
容
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

▽
応
募
・
問
合
せ

生
活
環
境
課
生

活
環
境
係
（
〒
１
９
７

－

０
８
１

４

二
宮
３
５
０
）

年
末
・
年
始
に
買
い
込
ん
だ
も
の

の
、
食
べ
き
れ
な
か
っ
た
食
品
な
ど

を
再
活
用
す
る
た
め
、
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
を
実
施
し
ま
す
。
余
剰
し
た
食

品
を
回
収
し
ま
す
の
で
、
市
役
所
へ

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
収
集
し
た
食
品

は
生
活
福
祉
課
、
子
ど
も
政
策
課
を

通
じ
て
支
援
を
必
要
と
す
る
方
に
提

供
す
る
ほ
か
、
市
内
へ
還
元
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
ジ
モ
テ
ィ
ー
を
通
じ

て
２
月
中
旬
に
市
内
在
住
の
希
望
者

に
配
布
し
ま
す
（
先
着
順
）
。
食
品

提
供
先
の
希
望
は
お
伺
い
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
食
品
ロ
ス
対
策
を
趣
旨

と
し
て
い
ま
す
の
で
、
提
供
の
た
め

の
新
規
の
購
入
な
ど
は
控
え
て
く
だ

さ
い
。

▽
日
時

１
月
23
日
㈪
～
27
日
㈮

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
環
境
政
策
課
の
受
付
は
、
正
午
か

ら
午
後
１
時
を
除
く
。

▽
場
所

市
役
所
３
階
生
活
環
境

課
、
五
日
市
出
張
所
環
境
政
策
課

●
対
象
食
品
…
缶
詰
、
フ
リ
ー
ズ
ド

ラ
イ
食
品
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
レ

ト
ル
ト
食
品
、
各
種
調
味
料
、
飲

料
、
お
菓
子
、
お
米
、
乾
麺

な

ど
●
集
め
る
食
品
の
条
件

＊
未
開
封
で
包
装
や
外
装
が
破
損
し

て
な
い
も
の

＊
生
鮮
食
品
以
外
の
も
の

＊
賞
味
期
限
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
そ
れ
が
３
月
15
日
以
降
の
日

付
の
も
の

＊
包
装
や
外
装
を
他
の
も
の
に
移
し

替
え
て
い
な
い
も
の
（
お
米
は
除

く
）

●
そ
の
他

＊
お
持
ち
い
た
だ
い
た
食
品
の
種
類

や
状
態
に
よ
っ
て
は
、
お
持
ち
帰

り
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊
ジ
モ
テ
ィ
ー
で
の
出
品
は
、
ジ
モ

テ
ィ
ー
掲
示
板
「
売
り
ま
す
・
あ

げ
ま
す
」
の
「
食
品
」
カ
テ
ゴ
リ

に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
２
月
２

週
目
頃
を
予
定
）。
ジ
モ
テ
ィ
ー

の
利
用
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
登
録

が
必
要
で
す
。

▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

家
庭
で
余
っ
て
い
る
食
品
を

お
持
ち
く
だ
さ
い

ジモティー
トップページ

アカウント
登録

調
査
指
導
員
証
」
を
携
帯
し
て
い

ま
す
。

▽
問
合
せ

総
務
課
庶
務
係

▽
募
集
条
件

●
市
内
の
事
業
所
で
あ
る
こ
と

●
ま
と
ま
っ
た
数
の
販
売
が
可
能
で

あ
る
こ
と

※
撮
影
規
模
に
よ
り
、
１
回
30
個
か

ら
１
０
０
個
程
度

●
撮
影
現
場
ま
で
配
達
が
可
能
で
あ

る
こ
と

※
撮
影
現
場
は
、
市
内
に
限
り
ま

す
。

▽
申
込
み
方
法

登
録
を
希
望
す
る

お
弁
当
店
は
、
「
お
弁
当
店
登
録

用
紙
」
を
記
入
し
、
お
店
と
お
弁

当
の
写
真
を
添
え
て
メ
ー
ル
で
応

募
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
お
弁
当
店
登
録
用
紙
」
は
あ
き

る
野
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

市
長
公
室

（
✉film

-ak
iru

n
o@

sn
ow

.ocn
.

n
e.jp

）

　新しい年が始まりました。今年の十二支「卯」にちなんで

今回はウサギ関連の話です。

　本市に生息するウサギは、平地から山地の草原や森林に生

息する日本固有種のニホンノウサギです。夜行性のため、滅

多に目撃することはありませんが、人工林の伐採地や林縁部、

明るい広葉樹林などで頻繁に痕
こ ん

跡
せ き

を確認しています。ノウサ

ギの痕跡といえば、Y 字形に残る足あと、まん丸の可愛らし

いフン、葉や茎を鎌でスパッと切ったような食べあとでしょ

う。その中で、足あとは足裏が毛に覆われていて残りづらい

ので普段目にすることが少ないですが、雪が降った後は観察

しやすくなります。冬の森歩きの楽しみの一つです。

　兎追いし彼の山～♪で知られている「故郷」等の童謡や、

日本の昔話に登場するウサギ。ふと、「植物には、昔話に登場

するイヌやキツネの名がつく種が多い反面、ウサギの名がつ

く種は少ないなぁ」と不思議に思いました。調べてみると、

ツクバネウツギが別名ウサギカクシと呼ばれていることが分

かりました。ツクバネウツギはスイカズラ科の落葉低木で、

明るい林に自生し、市内でも普通に見ることができます。が

く片が羽根つきをする時の羽根に似ていることと、ウツギの

仲間に似ていることからこの名がつきました。ちなみにウツ

ギの花は、卯月（旧暦４月）に花を咲かせるので別名ウノハ

ナと呼ばれています。ウサギカクシという別名は、よく分枝

して茂る枝葉にウサギが隠れると見つからない、ということ

からこの名がつきました。

　別名を知ってから、４月下旬頃から６月に咲く白～黄白色

の花が可愛らしいウサギの形に見えてきました。そして、ウ

サギにとっては様々な天敵からかくまってくれる存在だから

ウサギカクシではなく「ウサギマモリ」かな、とかイメージ

が膨らんでいます。

　最後に、今年の干支は「癸
みずのと

卯
う

」

です。植物の生長に例えると「癸」

は種子の中の生命がはかれるほ

ど成長した状態を表し、「卯」は

草木が地面を覆う状態を表すと

いう説があります。本市の自然

にとっても、芽吹き多い一年と

なりますように。 （加瀬澤）

森林レンジャーがゆく （123）

ウサギよ、来い

ツクバネウツギの花

あきる野
フィルムコミッション
ホームページ

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和５年（2023年）１月15日 （6）

清
流
保
全
協
力
員
募
集

動
物
死
体
処
理
手
数
料
の

改
定
を
行
い
ま
す

ロ
ケ
弁
販
売
店
を

募
集
し
て
い
ま
す

建
築
士
に
よ
る

耐
震
・
建
築
無
料
相
談
会

（
予
約
制
）

令
和
５
年

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の

単
位
区
設
定（
準
備
調
査
）を

実
施
し
ま
す

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」の

交
付
に
つ
い
て


